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やまとくん便り１０月号 №51 地域活性化に協力します！
指扇地区が大好きです！共に発展し
地域を良くしていきたいですネ！

１．認識を変え、契約する事に！

２．放火魔は誰？まさか・・・
３．家主様の意識改革！
４．不動産の贈与・配偶者控除

今月の『トピックス』

 

 

 

 

 

 

●私たちの「不動産に関わる仕事
　への熱意」　をおすそ分けです。
　頑張っている姿をご覧下さいネ！
　　　　　　編集長：中野　佳代子

中野佳代子

有限会社マンションセンターさいたま

さいたま市西区宝来１６５６－２０

TEL 0120-241-060 

http://www.mansionc.com/saitama/

■営業時間１０～１９〒331-0074

mail  mcs@mansionc.com

■定休日　毎火曜
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　建坪率が５０％という事は「第一種住居専
用地域」で、建物建築に規制があり環境が良
いという事になります。大きな土地なので建
築についても問題無いでしょう。
　家は古くてもハウスメーカーが建てた家で
す。木造住宅と違い建物がしっかりしていま
す。物件によっては相当長い期間居住する事
が出来るかも知れませんネ。

　オール電化については、最近家を建て替え
ＬＰＧからオール電化にした知り合いの人に
今までとどこが違うのか聞いてみました。
　安全でお料理などに奇麗に焦げ目が付き、
ＬＰＧより安くなったというのです。深夜電
力を活用すると電気代の節約が出来ます。

　お客様にお伝えすると、認識を変えられて
物件を見ることになりました。
　場所は神保原で群馬県の手前です。電車で
遠路はるばる出かけ、物件を見せて頂きまし
た。売り主様は不動産会社です。「さいたま
市から行きます」と電話で話しますと、神保
原の駅まで迎えに来て下さり、物件の案内・
事務所への招待・詳しい資料を頂き至れり尽
くせりの接待を受けました。

　株式会社大橋という会社の社長さんはすば
らしい方でした。
　一般の不動産会社は物件を買い取ると、見
た目だけ奇麗にリフォームし、利益優先で再
販売します。

　株式会社大橋の社長さんは「サッシのコマ
をすべて交換するのに１０万円掛かりました
。配水管・給水管をすべて交換しています。
地面の下を通っている排水管も清掃しておき
ました。」と話されました。
　家は全面改装・全面塗装で新築同様の立派
な家です。システムキッチン・フルオートバ

１.認識を変え、契約する事に！
　以前に不動産を購入して頂いたお客様から
「不動産を探している友達がいますので相談
に乗って下さい」とお電話がありました。
　お話を聞きますと、「他地域で探しておら
れるのですがなかなか気に入った物件が見つ
からず焦ってきた」との事です。

「不動産が欲しい」と思ったとき、本当に良
い物件に出会えるお客様は少ないかも知れま
せん。たくさんの物件の中から「自分たちの
希望が叶えられる不動産」を探されているの
は誰も同じです。
　お客様のご要望地域の不動産を検索しまし
たが、ほとんどの物件を見ておられてご存じ
でした。物件の特徴や不動産会社の対応も話
され、本当によく知っておられます。

　ところがたった１つだけ除外している中古
住宅があったのです。
　資料を見てみますとハウスメーカーで建築
された物件で、大規模なリフォームが完了し
環境も良さそうです。
　
　お客様曰く「建坪率が５０％容積率８０％
だと、建替の時に大きな家が建築出来ない。
家が古い。オール電化は電気代が高くなるの
ではないか。」との認識です。 

５．印刷している機械を見たい？

６．やまとくん便りの収集家！
７．自立する大人に育てるには・・
８．検察庁からの呼び出し！
９．家賃滞納の原因は・・

 

 

 

  

こんな事もしているの？
為になるお話、盛りだくさんです！

 

  

 

夏休みを楽しんで！コアラ見学。

仲良し家族（孫は目に入れても痛くない）
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ようこそ《マンションセンターさいたま》へ 西区不動産専門店

ご相談無料！

 
２.老後はステキなマンションで！
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やまとくん便り
 

 

 

 

使用出来るようになるとは思えません。取り壊
す事になるでしょう。家主様にとっては大損害
です。

「家財道具一式が水浸しになって困っている」
という入居者さんの事をお聞きしましたので「
保険では賠償出来ませんが、万一の時は連帯保
証人に対して賠償請求してみては？」とお教え
しました。
　放火した本人は今留置場に入っているそうで
す。

　毎日いろいろな事件が起こっていますね。
まさか、あの人が・・・・。それを何も思わな
くなる自分が怖いです。

  

　敷金の精算については、最近いろいろなパタ
ーンを見かけます。
　賃貸物件を借りる時に、解約時清算金につい
て取り決めがされています。

　つい２～３年前まで多かったのが、敷金２ヶ
月分のうちから退去時に修理代実費を敷金から
相殺して、残金があれば返金し、原状回復に要
する費用が敷金をオーバーする場合は追加請求
されるという内容です。

　今でもこのパターンがありますが、敷金精算
をした時に、借り主からクレームを言われる事
があったり、少額訴訟を起こして家主に敷金の
戻しを請求される方もあり、問題が起こらない
ように最初から退去時の控除額を決めている方
法が出てきました。
　管理会社によってはルームクリーニング代の
金額などを重要事項説明書に記入している所も
あります。

　一昨年より昨年、昨年より今年・・・と、賃
貸客が減少しています。
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ス・エコキュートのオール電化の立派な家で
した。

　遠方に出かけてすばらしい人たち、すばら
しい物件に出会いました。
　物件は見てみなければ分かりません。今ま
での認識を変える必要があります。
　その後お客様に契約して頂き、今は「決済
・引渡」の日を楽しみに待っておられるとこ
ろです。ご家族で暮らせるのももうすぐです
。本当に楽しみですネ。 

　 突然の電話に驚いてしまいました。
「入居者が灯油を撒いて火を付け、アパート
が焼けた」というのです。
「ええっーーー、誰がですか？」と聞きます
と、今年の初めに更新手続きをした当社の借
り主でした。
　火災が起こったのは月曜日です。二日経っ
て当社に連絡が入りました。

　幸いけが人はいなかったようです。
それにしてもどのような理由でそんな事をし
てしまったのでしょうか？
　早速アパートに出かけて確認し、状況を写
真に撮ってきました。今後の対処を検討する
為です。

　契約時に加入義務となっている「住宅総合
保険」の会社に問い合わせをしました。
　通常の事故であれば「火災・水漏れ・盗難
・修理」など、家主様・他人・本人に保険が
下りるのです。
　以前にも８万円の現金盗難があり保険で補
填されたり、２００万円以上の水漏れ事故に
も保険金が下りるよう、手続きをした事があ
ります。

　保険会社によると「過失による火災事故は
保険を下ろしますが、故意によるものには出
ません」というのが結論でした。
　火災でのもらい火では、出火元に対して損
害賠償を請求する事はほとんど出来ません。
自分の不動産や家財については自分で保険に
加入しておく事が常識となっています。

　今回のケースでは、家主様が加入している
建物保険や、他の入居者も自分で掛けている
住宅総合保険で手続きをして保険金を受け取
る事になります。
　でもアパートが全焼でなければ建物の保険
受取額は少なくなるでしょう。
　かと言って、焼け跡を見ると多少の工事で

 

 

 

 

 

 
 

 

木の根っこ、忍耐・力強さ・永久・奥深さ
を学びます。あなたは何を感じますか？

 

 

 

２.入れ墨の怖い叔父さん！

 

 

２.広がる善意の輪

３.家主様の意識改革
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３.入居した日に浴室から水漏れ

２.放火魔は誰？まさか・・・・
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　各不動産会社も工夫して、いろいろなキャン
ペーンを行っています。中には「退去時控除額
０」という募集資料も見かけます。
　家主さんもどんどん意識を変えていく必要に
迫られています。

　細かく言えば、家賃を設定する時に修理代の
事も考慮しておく必要があるのです。
　家賃を安くしていますので、退去時にはこれ
だけの費用が掛かります・・などですが、契約
時に借り主に説明していても退去時にクレーム
を言う方がいます。

　家主様の中には「これでもかこれでもか、と
思うくらい設備を良くしましたので、必ず良い
お客様を捜して下さい」という方がおられまし
た。
　募集お家賃は・・・というと、今までより下
がっています。

　他の募集資料を見ると、すばらしい設備の新
築物件が増えていますので、古くなってきた物
件はより一層の改善が必要になってきます。

　費用が掛かるという心配よりも、なんとか入
居して頂く方が先です。入って貰えなければ、
収入が全く入らないのですから。
　敷金精算も大事ですが、まずは入居者様に入
って頂く事を優先しましょう。

　  
  
　分譲マンションをお二人の名義で購入された
お客様から、登記の持ち分についてご相談を受
けました。２４年間の夫婦生活を続けておられ
ますので、購入されたマンションもお二人で仲
良く保有していたいとの事です。

　ここで少し注意が必要です。
売買の決済をして登記をしますが、この時誰が
お金を出したかによって、贈与税がかかる場合
があるのです。
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　奥様が主婦の場合、ご主人の貯金からお金を
下ろして奥様名義で登記しますと、税務署は贈
与として受け取ってしまいます。あとで非常に
高い税率の贈与税が掛かってくるのです。

　そこで１５００万円のマンションを現金購入
お二人の名義で登記して問題が無いかどうかを
検証しました。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの
配偶者控除」という制度があります。
概要は、婚姻期間が２０年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するため
の金銭の贈与が行われた場合、基礎控除１１０
万円のほかに最高２０００万円まで控除できる
という特例です。

　特例を受ける為の摘要要件がありますし、摘
要を受けるための手続きが必要です。
　今回のご相談の場合、ご夫婦で持ち分を１／
２づつにするという事で問題ありません。贈与
税が掛かって来ないのです。

　翌年に贈与税の申告が必要ですが、長く結婚
生活を続けた夫婦には良い事が待っているので
すね。

「やまとくん便りにはいい事がたくさん書いて
いますね。毎月本当に楽しみにしています。そ
こで、やまとくん便りをどんな印刷機で印刷し
ているのか、見たいのですが。」とお電話が入
りました。
　えーーーっ、やまとくん便りはよく褒めて頂
いているけれど、印刷機まで？

　早速ご夫婦で来られたお客様は、マンション
センターさいたまが開設間もない頃に中古マン
ションを購入して頂いた方です。
　懐かしい思い出や、元気の源についてのお話
をしました。
「私なんてとても出来ないわ」と言われるお客
様に「人は思うように生きるものです。出来な
いと思うと出来ないし、どうすれば出来るか考
えていくと、出来る方向に向かっていくのです
。」とお話しました。

「忙しい中でたくさんの事をされていますね」
と言われた時は「時間があると逆にやる気が起
こらないのです。追い込まれてすばらしい発想
が生まれます。時間に余裕がある時は逆に何も
出来ないんです。」とお返事しました。

　でもこれらは、自分にいつも言い聞かせてい

４.不動産の贈与・配偶者控除

 

 

５.印刷している機械を見たい？
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る言葉で、出来ているかどうかは自分では判断
出来ません。満足のいく結果が出るかどうかと
言われますと、たぶん一生満足はしないのでは
ないでしょうか。

　たくさんの業務をこなしていますが、「結果
がすべての会社」にとっては中身はまだまだ足
りないのです。でも確実に将来に向けて、情報
発信をしています。
　こちらからお話しなくても、皆さんの心に浸
透して行っているようで、とても嬉しく思いま
した。

　ご自分の会社でも、印刷機を使って資料を印
刷しようと考えられているお客様との楽しいひ
とときでした。当社ではコピー機の様に簡単に
印刷出来る機械を使っています。
二色刷の極意もご説明しました。
「原稿を作るのが大変でしょう？」と理解して
下さっているのが嬉しかったです。
「そうなんです。賃貸物件１つにしても掘り起
こす事が大変です。長い時間と強い信頼関係で
チラシの中のほんの一行をやっと埋められるの
です。」

　日頃の努力が報われた一日でした。ありがと
うございました。
 

　３年半前からご相談を受けていたお客様が来
店されました。ご用件は「やまとくん便りの第
４０号を下さい」というものでした。
「えっ、どうしてですか？つい最近５０号を発
行したところなんですよ」と驚いて、聞き直し
てしまいました。

　すると「第４０号には、あなたの経歴が載っ
ていました。ある人にあなたの事を知って貰い
たいのです。」とお返事されました。
・出身地・学歴・趣味・職歴・家族・楽しみな
どを書いていたのです。
　とても頑張っておられる女性のお友達に、私
の事を紹介して下さるそうですが、大変嬉しく
思いました。

　このお客様は「毎月あなたが送ってくる（や
まとくん便り）を本当に楽しみにしています。
小さな会社がどんどん元気に成長しているのを
見るのは、こちらまで嬉しくなります。文章を
読めば、仕事が広がっているのがよく分かりま
す。」と言って下さって、私が精神的に落ち込
んでいた時期にこの言葉を聞いて、元気を取り
戻したのでした。

 

　１号から５０号までの発行した中身は、なか
なか読み返す機会が無いのですが、このお客様
はほとんどの内容を覚えておられるようでした
。「熊谷からさいたまに引っ越しして、交通事
故などの危険な目に遭う確率が減りましたね。
通勤時間が休息時間になったのでは？」などと
言われました。
　飼っていた「ヤマト君」は死んでしまったけ
れど、いつまでも守ってくれている、とも言わ
れました。

　マンションセンターさいたまには、たくさん
のファンが増え、ご自宅に咲いたお花を下さっ
たり、果物や野菜を持って来て下さったり、お
時間があれば事務所に立ち寄られてお話された
り、毎日嬉しい歓喜の声を上げています。
　１年に一度お逢いするかどうかの本日のよう
なお客様もファンの一人です。

　ホームページのトップに「あなたの喜びを私
の幸せとして」と書いていますが、だんだんと
理想に近い雰囲気の会社になってきました。
　業績についての理想はまだ果てしなく遠いで
すが、皆様から元気の源パワーを頂いて、明日
に向かって頑張りましょう。

 
　

　女性の方が「息子が住むためのアパートを探
しています」と来店されました。
息子さんは３０才を超えていますが、現在は求
職活動中との事です。
　物件をご紹介して、１件ご案内しましたら、
気に入られた様子です。

「すぐに契約したい」と言われるのを、「息子
さんに見て頂いてからにしましょう」とお話し
して帰って頂きました。
　資料を息子さんに見せると、契約されるとご
相談されて、来店されました。「見なくてもこ
こを契約します」と言われましたが、やはり見
て頂きました。

 
　

 

 

 

 
 

同じ業界の先輩と仲良く！

 

 

４.トラブル、何でも引き受けます！

 

 

生まれて５０日ですが、何でも見えているよう！
希望に充ちた人生を送れるように「充希くん」と命名

 

６.やまとくん便りの収集家！

６.建物老朽化で、借り主建替希望
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７.自立する大人に育てるには・・
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　何事もお母さんが決められるようで、お父さ
んはもう身体が弱くなられているとの事、ただ
一人足の悪いお母さんだけが精神的にシッカリ
しておられます。契約書のご説明をして、息子
さんに署名捺印をお願いしました。

　３０才代や４０才代のニートが多いと、大き
な社会的な問題となっています。今の所はご両
親の援助でなんとか生活していけるでしょうが
あと１０年経つとどうなって行くのか、誰にも
分かりません。

　外観は普通の男性です。仕事をする気になれ
ば出来るでしょう。早く自立して、いつか親孝
行をして頂きたいです。お母さんはその為に一
人暮らしをさせて、息子の人生に期待している
のでしょうか。

　仕事をしない大人になってしまった理由はハ
ッキリしません。家庭環境や精神的なダメージ
など、いろいろな原因が重なって、希望・やる
気を持たない人間が増えています。
　貧乏でも家族が助け合って生きている家庭で
育った子供の方が、大人になった時に自立出来
ているのかも知れません。

　不動産の仕事をしていますと、下手に子孫に
財産を残したために、子供同士の財産争いや、
職に就かない人が出るなど、逆に不幸な人間を
造ってしまっている様な気がします。

　約半年前からトラブルが起こっていた件で、
やっと解決の目処がつきました。
　家主様から依頼を受けていた「入居者の退去
勧告」について処理をしていたのですが、当社
の通告に対する行動に対して、逆に訴えを起こ
されたのでした。

　冷静に考えてみれば誰でも笑ってしまうよう
な事なのですが、私を訴えた内容は「器物損壊
と傷害罪」です。
　少しの期間、玄関ドアノブに細工をしました
。カギ交換はしていません。また来店時に事務
所に入るよう、手を引っ張った事に対して傷害
を受けたというのです。手は赤くもなっていま
せん。怪我などに発展した訳でも無いのに、そ
れが傷害だというのです。
　借り主は弁護士に相談して、警察署に訴状を
提出し、私は刑事さんに呼び出され事情を聞か
れていました。供述調書を作成し検察庁からの
呼び出しを待っていましたが、それから３ヶ月
も経過しました。

　検察庁の検事さんに説明を求められました。

 

最初に言われた事は「あなたには黙秘権があり
ます。不都合な事があれば話さなくても結構で
す。」と言われました。
　私は逆に「説明を加えても良いのでしょうか
？」と質問しますと「どうぞ」と言われました
ので、正直にすべてお話したのでした。

　約束の時間より３０分前に到着し、おまけに
予定より３０分後に開始しましたので１時間待
合室にいた事になります。座って待っていると
廊下をいろいろな人が通り過ぎました。
　同じベストを着て、腰にヒモ、両手に手錠と
縄を付けられている人が６人も通っていきまし
た。「あの人は何をしたのだろう？私は今日、
家に帰れるのだろうか？」とふと不安になった
りしました。

　１時間検事さんに説明した結果「これは検察
庁で処理する事件ではない。弁護士さんにお願
いして和解しなさい。」と言われました。
　訴えられると、私が何かの賠償をするか罰金
を払わされるのかと思っていましたが、無罪放
免となったのです。

　もともと悪質入居者に対して「なんとかしよ
う！」と思っていた事なので、こちらが訴えら
れるような事は何も無かったのですが、これで
もし罰金などを払うようになったら、警察や検
察庁の実態を世間に公表するつもりでした。
逆にガッカリして力が抜けてしまいました。

　刑事さんに「訴状はどんな人でも出せるので
す。出されたものは放っておく事が出来ず一件
づつ解決していくのです。」と言われた事があ
りました。
　それにしてもこんな変な事に対して、弁護士
が訴状を作成したので、この弁護士がなぜこん
な仕事を引き受けたのか、不思議でなりません
。この悪質入居者もそうなのですが、お金の為
なら何でもするのでしょうか？
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８.検察庁からの呼び出し！

８．価格交渉にも限度があります！

 



 2006.10№51-6

 

やまとくん便り 「すべてを法で解決する為に、裁判をしなさい
」と言われる方が多いです。裁判をするには多
額のお金がかかります。
　マンションセンターさいたまは、弱い人の味
方になって仕事を進めています。おとがめナシ
の判断が下されたので、これからは強気で行動
出来ます。
・・・が、行き過ぎの無いように注意しましょ
う。

　これから入居者に対してどう対処するか、考
えなければなりません。
イチャモンを付けて、家賃を滞納中です。その
後、検察庁の検事さんから最終の連絡が入りま
した。本人を呼び出して話し合いをしたようで
す。
　もともと原因を作ったのが借り主で「未だに
更新手続きをしない、家賃の滞納がある」ので
すが、嫌がらせをしてなんとか家賃を払わずに
住み続ける方法を考えた結果なのでしょうが、
そのような理屈が通じるはずがありません。

　ただし「本人は弁護士を通じての話し合いを
望んでいる」との事です。
　大宮西警察の刑事さんは「この人は通常の意
識を持っていないので、裁判をして追い出すし
かない」と話していました。弁護士を通じて話
し合いを持ったところで、家賃を支払う能力が
ありません。

　個人契約をした結果のトラブルで、困った末
にご相談を受けて対処していたのですが、一般
常識が通じないと誰にも解決出来ないようです
。すべては法律に基づいて処理するのですが、
悪質な入居者になると、法律を逆手にとって相
手の弱みにつけ込んだりします。

　家賃を滞納しておきながら「出て行ってやる
からお金を出せ」と要求するなどもってのほか
です。
　家主様はこれ以上のトラブルも避けたいとい
う気持ちですし、裁判をするにはお金も掛かる
し、今は様子を見ていくしかないと考えておら
れるようです。

「出ていくから」と話しているので、連絡を待
っているようですが、本当に引越しをするので
しょうか？

　賃貸契約は不動産会社を通して、きちんとし
た連帯保証人を付けて、面倒見の良い不動産会
社に募集を頼むのが良いでしょう。
これからの方が心配ですね。家主様の被害が益
々膨らむような気がします。
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９．娘さんと連絡が取れない・・

 
 　賃貸物件を契約する時、借り主様の確認・勤

務先への在籍確認・連帯保証人への意志確認・
保証人としての保証能力確認などを行います。
　ところが長年の契約途中で、問題が起こって
くるケースもあります。

　連帯保証人になると、借り主が家賃を支払わ
ない時、借り主と同等の支払い義務が発生しま
す。家主様は借り主・連帯保証人のどちらに家
賃を請求しても良いのです。
　ですから、賃貸契約書に簡単にサインするの
ではなく、覚悟を決めて実印を押印して頂きま
す。

　一見、大変そうに思われがちですが、それは
お互い様。誰かが困ったときには助けてあげて
いると、いざ自分が困った時にも助けて頂ける
ものです。
　特に若い人は、親が連帯保証人にならないで
一体誰がなるというのでしょう？

　家賃を滞納している人がいましたので、本人
へ手紙で通知し、母親にＦＡＸをしていました
ら、母親から電話が入りました。
「息子も私もお金が無いのよね」とまるで人ご
とのようです。
「家賃を払えない状況であれば、お母さんが引
き取って同居すべきでしょう」とお話しますと
「それはそうなんですけど」と言って、半分笑
っています。

　契約をきちんと守る人のお母さんであれば「
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません」とまず
謝ります。息子を諭して、ご自分でも責任を取
るでしょう。

　人ごとのように無責任な言動をするから、息
子が家賃を払わなくても平気なのです。
滞納者の責任は、親の教育による部分が多いと
感じます。

９．家賃滞納の原因は・・・！
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